
・「セクシュアルマイノリティと人権について考えよう！」A・Mさんに突撃インタビュー  

・「新しい人権関連法ができました！」「人権・ひとこと」 三澤 雅俊さん 

第

１０３
号

発 行 : 尼崎市人権・同和教育研究協議会 

〒661-0024 尼崎市三反田町1-1-1 教育委員会事務局 社会教育課内 

TEL：06-4950-0405 ／FAX：06-4950-5658／E-mail：ama-syakaikyoiku@city.amagasaki.hyogo.jp 

CONTENTS

当日はお天気にも恵まれ、1,800人以上の皆様にご参加いただきました。

分科会では、20分散会で40本の発表があり、密度の濃い報告と夏の暑さに

も負けない熱い討議が繰り広げられました。同時に人権教育講座も開催され

ました。 

また、今年度は開催市ということで、事前準備や当日の運営等にたくさん

の方にご協力いただきました。各学校の先生方、実行委員の皆様、そして気

持ちの良い笑顔でお手伝いをしてくださったクラブ活動中の生徒さんたち。

本当にありがとうございました。特に会場校の先生方には準備期間中からい

ろいろとご配慮いただき、心よりお礼申し上げます。 

山本 育子／和田 季子／坂本 和也 

「インターネットと人権」 

尼崎市では、元市職員による「尼崎インターネット差別事件」をきっかけに、平成 22年 6月に兵庫県内

で初めて自治体の事業として「インターネットモニタリング（監視）事業」を実施しています。平成 27年度

からは、私が勤務する公益社団法人尼崎人権啓発協会が尼崎市から業務委託を受けて実施しています。このモ

ニタリング対象は、「2ちゃんねる掲示板」を中心に、尼崎市民や市内の被差別部落名など、差別につながる

書き込みを監視し、ひどいものは、サイト管理者に削除要請をしています。 

ここ 2年ほどの差別書き込みの傾向として、ある出版社が戦前の「全国部落調査」を復刻出版しようとし

ましたが、すぐに運動団体から告発され、昨年 4月に裁判所から出版を差し止められた事件がありました。

けれど、その出版社はインターネット版「部落地名総鑑」をインターネット内に書き込んだために、誰でも見

れる状態になり、2ちゃんねるなどの掲示板の中では、「○○は部落だ」という書き込みや、この「部落地名

総鑑」を抜粋、コピーしたものを貼り付けるなどの書き込みが増加しています。 

尼崎市人権・同和教育研究協議会 副会長 三 澤 雅 俊 

また、社会問題になっていた在日韓国・朝鮮の人に対する誹謗・中傷は、街頭で

のヘイトスピーチだけでなく、インターネットの中でも数多くみられます。こうし

たインターネット内の状況も、上欄で記載した「ヘイトスピーチ解消法」「部落差

別解消推進法」ができた要因になっています。 

インターネットを利用する場合、誤った情報を鵜呑みにし、差別に加担してしま

うことがあります。気を付けながら利用してほしいものです。 
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          となり合った誰かを 理解しようとすること 笑顔を交わすこと…。 

          そんなあたたかい毎日を 一人ひとりが つないでいければ…。そんな想いで、この号に携わりました。 

そして、編集を通じて「生きること＝なにかを表現することだ」と感じました。 

一人でも多くの方々に共感していただけると幸いです。

新しい人権関連法ができました！ 公益社団法人 尼崎人権啓発協会 

事務局長 三 澤  雅 俊 

昨年は、4月に『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（「障害者

差別解消法」）』が、6 月に『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に

向けた取組の推進に関する法律（「ヘイトスピーチ解消法」）』が施行され、12

月には『部落差別の解消の推進に関する法律（「部落差別解消推進法」）』の施行

と、人権関連法が続けてできた年でした。

「障害者差別解消法」は、障害者基本法の基本的な理念に則り、障害を理由と 

する差別の解消に向けた具体的な取組が示されました。また、「ヘイトスピーチ解消法」は、ここ数年在日外国人

を誹謗・排除を煽動する街頭でのヘイトスピーチに対し、不当な差別的言動は許されないことを宣言し、不当な

差別的言動の解消に向けた取組を推進していくことが示されています。そして「部落差別解消推進法」は、初め

て「部落差別」という言葉が法律に盛り込まれたこと、現在もなお部落差別が存在すること、部落差別は許され

ないものであることが明確にされ、部落差別のない社会を実現することを目的としています。それぞれの法律で

は、差別解消に向けた国・地方公共団体の責務や国民の役割等が明記されました。 

 特に「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消法」ができた背景には、国として見過ごすことができないほど

の差別事象や差別行為、また、インターネット上での差別書き込みなど、より悪質な状況があるためだと言えます。 

 尼崎市では、「人権文化の息づくまち、あまがさき」をめざして、教育、啓発に取り組んでいますが、今後は、

この法律を踏まえた取組も始まっていくと思います。差別のない、人権が尊重される社会の実現に向けて、一

人でも多くの人が人権意識を高め、差別を無くしていく立場に立って考え、行動していただければと思います。 


